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1. はじめに

滋賀県内には相対的に多数の高等教育機関が集積している。しかしながら、それらは県

東北部と県南部の 2 つのクラスターに大きく分かれ、またクラスター内においても大学間

を行き来する交通手段が整備されていない。そのため、高等教育機関間の交流連携により

個別の高等教育機関の持てるポテンシャルをさらに引き出す集積の効果が生まれていない

と言わざるをえない。

例えば、環びわ湖大学・地域コンソーシアムを通じてすべての大学・短大の間で単位互

換制度を実施しているが、休暇期間中の集中講義科目を除いてあまり他大学の授業科目を

履修する学生は少ない。単位互換制度が活かされていないことにとどまらず、学生間の相

互交流が不活発であり、大学のカラーや専門分野の異なる学生が交流し刺激を受け合う機

会が残念ながら乏しいのが実情である。それぞれのクラスターでは大学間の連携協定が結

ばれ、大学集積を活かす取り組みを進めようとする意向が働いているが、学生間交流まで

取り組めていないのが現状である。

また、近年いずれの高等教育機関も地域および産業界との連携を積極的に進めてきてい

る。特に大学の立地している自治体では大学との連携事業が進んでいるが、立地の無い自

治体ではあまり活発とは言えない。そのような自治体では、地域と大学との間のコミュミ

ケーションが希薄なことにより連携事業にまで進展しないと推測できる。

何れにしても、大学と地域、大学と大学との連携を発展させることは、大学と地域の両

方を活性化させ、それぞれでイノベーションを起こすきっかけをつくりだすことにつなが

ると考えられる。滋賀県内の地域と大学、大学と大学の連携事業の現状はそれぞれの大学、

地域で努力しているにも関わらずまだ十分にそのポテンシャルを活かす段階にまで展開で

きていない状態である。この状態から一歩前に出るために、連携事業を推進するプラット

フォームが必要であり、連携事業を最も土台で支える学生間交流を現実的に可能にする滋

賀らしい仕組みを準備することが必要である。

大学をはじめとする高等教育機関は様々な専門分野の専門家が集まり、また若い世代が

集まるところである。若い世代は多様な刺激を受けることによりその知と創造性を磨き、

創造的で活力ある未来の担い手となっていくことができる。大学のキャンパスの中だけが

知と創造性を磨く場ではない、現実社会の多様な課題に触れ合う機会と多様な課題に立ち

向かうアクションを経験する場を提供してくれる地域は未来を担う世代にとってのまたと

ない学習の場でもある。同時に、地域に集積する大学は地域の知の拠点、イノベーション

の拠点、創造の拠点である。
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滋賀に集積している高等教育機関が地域と連携して未来を担う世代を育み、同時に地域

の環境、文化、社会、経済を豊かにする拠点としての役割を果たすため、高等教育機関と

地域との連携を発展させることが求められている。本調査研究事業ではそのために、現在

の連携の現状について調査するとともに、連携を発展させるための課題を検討し、課題に

応えるための方策について考察を加えたものである。
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2. 高等教育機関と地域との連携事業の現状 
 

2.1 連携事業調査の目的 

 県内高等教育機関と地域との連携事業の現状を把握し、そこから連携事業を発展させる

方策を抽出するために、県内の大学と短大にそれぞれが連携事業の根拠としている連携協

定、およびそれに基づき実施している連携事業の内容、事業実施によるメリット、また予

定していたにも関わらず実施できなかった事業とその理由について、また学生生活の改善

や教育環境の整備について地域に協力してもらいたい事項、今後の連携事業の展望等につ

いての回答を依頼した。依頼先は環びわ湖大学・地域コンソーシアム加盟校である。 

 調査を依頼する際に、調査の目的を「調査回答のお願い」に記述し、調査の意図を非調

査者に伝えることとした。それを抜粋すると資料 2.1 の示す通りである。 

 

 資料 2.１ 

 

 なお、平成 28 年度に実施した調査において連携事業を推進するための大学・短大側のシ

ーズ、自治体側のニーズについてすでに大学・短大および自治体から情報を得ているので、

その点については今回の調査対象から外している。 

 

2.2 調査の概要と結果 

 調査項目は以下に示す項目であり、回答はすべて記述式とした。平成 30 年９月 28 日に

アンケート調査依頼を各大学と短期大学にお願いし、11 月 8 日までにすべての依頼先から

回答を頂いた。回答先によっては連携事業を担当している複数のセクション（学部および

事務部局）から回答をもらっている。 

 滋賀県には大学が多数立地しているにもかかわらず、大学の地域への集

積のメリットが十分に活かせているとは言えない状況です。滋賀県に立地

している大学および立地している地域にとって相互に有益な影響を及ぼ

し合うにはどのような政策が必要か検討するのが本調査の目的です。その

ために、現状の大学と（企業を含む）地域、大学と大学との間の連携・協

力の現状と課題をつぶさに明らかにし、そこから大学等と地域との間でウ

イン・ウインの関係を築くための政策を検討し、政策提案をする予定です。 

 是非とも、調査に協力くださり、どこに問題があるかを明らかにする基

礎資料の作成に力添えくださいますようお願い致します。 
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 調査目的を達成するための調査項目は資料 2.2 に示す通りであり、すべての項目について

記述式で回答をお願いした。記述式で回答をお願いしたのは、対象校が限られている上に、

大学・短大から問題点や課題を指摘していただき、できるだけ課題抽出という目的に沿う

ようにと意図したからである。 

 

資料 2.2 調査項目 

 

【1】 県内自治体、経済団体、市民団体等との連携協定および連携事業について 

【1.1】連携協定と連携事業について 

連携協定の締結先 

締結年月 

協定で定めた連携事業 

連携事業の実施状況（事業ごと） 

 事業名 

 事業内容 

 事業年度 

 連携事業のメリット 

連携事業を定めたにもかかわらず実施できなかった事業項目 

 実施できなかった理由 

【1.2】連携事業を発展させるために必要な改善点あるいは地域への要望 

【2】県内他大学等との連携協定および連携事業について 

連携協定の締結先 

締結年月 

協定で定めた連携事業 

連携事業の実施状況（事業ごと） 

 年度 

 事業名 

 事業内容 

 連携事業のメリット 

実施できなかった事業項目 

 実施できなかった理由 
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資料 2.2 調査項目（続き） 

 記述式という回答するのに手間のかかる調査にもかかわらず、すべての大学・短大から

回答がよせられた。なお、回答様式が記述式のため、回答者によって記述レベルに若干の

ばらつきが見られる。

2.3 県内高等教育機関の連携の現状 

2.3.1 大学・短大と地域との連携協力協定 

 県内の大学・短大は国立大学が２、公立大学が１、大規模な私立大学が２、中小規模の

私立大学が５（内 1 校は短期大学を併設）、独立した短期大学が２あり、その他放送大学学

習センターがある。これらの高等教育機関と地域との間で連携協定が締結されたのは 2004

年 11 月の立命館大学と草津市との間の協定が最初である。立命館大学の市内移転を推進し

てきた草津市は移転後の市および市民と大学との間で互いに支え合う関係を構築するため

包括協定を結んだ。協定により、両者の間で様々な事業が現在に至るまで継続発展させら

れてきている。その後、県内の各大学と自治体、経済団体、金融機関、一般団体、企業、

NPO 等の間で連携協定が結ばれてきているが、特に最近になって 2016 年以降協定の締結

件数が増えてきている。今回の調査で報告された協定を締結年ごとに並べると、図 2.1 のよ

うなる。2006 年を除いて高等教育機関と地域との協定は直実に増えてきているものの、多

い年でも 5，6 件に過ぎなかったが、2016 年には 22 件もの協定が結ばれている。その後も

【3】 学生生活の改善、教育環境の整備のために、立地している地域の協力を要請し

たい事柄について

【3.1】 以下の項目についてどのような協力体制が整備されているか、またその問題点

は何か。

大学周辺の環境整備

学生アルバイト先の斡旋

学生下宿の提供

フィールド教育、実習教育の場の提供

企業等からの実務家教員の派遣

【3.2】今後、大学として地域との連携・協力を発展させたい事柄にどのようなものがあ

るか？

【4】その他、ご意見があれば自由にお書きください。 
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協定の締結数は高水準を維持している。2006 年の連携協定が多いのは滋賀大学が 4 自治体

および４つの経済団体や金融機関と連携協定を結んだためである。滋賀大学は早くから多

くの自治体等との連携協定締結を熱心に進めてきている。また滋賀県立大学も「地（知）

の拠点整備事業（COC 事業）」の取り組みを契機として、2012 年から自治体等との連携協

定締結を精力的に進めている。2016 年以降締結数が大きく増えたのは、県内の多くの大学

が地域との連携を積極的に進めることに取り組むようになったからである。

図 2.1 県内高等教育機関と地域との連携協定締結件件数 

全国的に大学と地域との連携が進む契機は、平成 17（2006）年中央教育審議会答申「我

が国の高等教育の将来像」によって高等教育機関のめざすべき姿が提示されてからである。

これを受けて、平成 18(2007)年の教育基本法の改正と平成 19(2008)年の学校教育法の改正

により、大学の使命として研究、教育と並んで社会貢献が明確に位置づけられたことであ

る。それを実質化するため、平成 25(2014)年度に始まった文部科学省の「地（知）の拠点

整備事業（COC 事業）」、平成 27(2016)年度から人口減少対策として雇用創出・若者定着を

目標にした「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」がはじまった。COC

事業は滋賀県立大学で、COC+は滋賀県立大学、滋賀大学、成安造形大学、聖泉大学、びわ

こ学院大学、びわこ成蹊スポーツ大学で取り組んでいる。

また、平成 17 年の答申を受けて、文部科学省は国立大学を「地域のニーズに応える人材

育成・研究を推進」する大学、「分野毎の優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進」

する大学、「世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進」する大学に区分けした支援
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を平成 28（2017）年度から実施するようになった。私立大学に対しても 5 つのタイプに対

応した改革を実施する大学に重点的に支援する仕組みを平成 25（2014）年度からスタート

させている。タイプ１は教育の質的転換、タイプ 2 は地域発展、タイプ 3 は産業界・他大

学との連携、タイプ 4 はグローバル化、タイプ 5 はプラットフォーム形成である。平成 30

（2019）年度の私立大学等改革総合支援事業「タイプ 5：プラットフォーム形成」に長浜

バイオ大学が中心となり、聖泉大学、滋賀文教短期大学が選定された。

 このような中で、大学の側は地域との連携を進めざるを得ない状況になり、地域の側も

人口減少社会の中での人材確保や様々な課題への対応のため大学との連携が必要となり、

最近の連携協定数の増加を招いていると考えられる。

県内高等教育機関の連携協定を連携内容で年次別に整理すると（表 2.1 参照）、包括的な

性格を持った協定と個別的な課題での連携を謳う協定に大きく分けられる。包括的な協定

としては、まず１）包括協定がある。これは、産業振興、福祉、教育、文化、地域活性化

等公汎な領域をカバーする協定であり、自治体、経済団体、金融機関などを対象として広

く結ばれている。この種の包括協定は高等教育機関と地域との協定で主流をなしており、

依然として増加傾向が続いている。次いで、2）協力協定と 3）連携協定に整理した。これ

らはいずれも滋賀大学が締結している協定で、名称は必ずしも確定しているわけではない

が、2）協力協定は協定相手先である自治体の職員を授業料免除で大学院の課程に受け入れ
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るのが主要な目的の協定である。また 3）連携協定は滋賀大学が教育委員会と締結するもの

であり、教育実習にかかわる協定と判断される。これらの協定は包括的な性質のものでは

ないかもしれないが、それら以外の連携事業も合わせて想定しているのであれば包括協定

に含めることができる場合もあろう。包括的な性格を有する協定としてその他に 4）地域活

性化協定を挙げることができる。これは特別なものでひとつの事例だけである。2008 年に

締結された滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学と彦根市、彦根商工会議所および（株）平

和堂の間で交わされた「大学を活かした地域活性化のための包括的協定書」であり、平和

堂店舗を利用した協同利用スペースの活用、生涯学習事業等を展開している。複数の大学

と地域をつなぐプラットフォームの先駆け的な取り組みを実施してきた。最後に、5）産学

連携協定も包括的な協定に加えることができる。この種の協定は個別の大学と経済団体、

金融機関、企業との間で結ばれるものが多いが、特に経済団体と金融機関との間で締結さ

れた協定は産業振興と地域経済振興を掲げるものが多く、その意味で包括的な協定に掲げ

ることができる。中でも 2019 年に締結された滋賀大学、滋賀医科大学、滋賀県立大学、龍

谷大学、立命館大学、長浜バイオ大学と滋賀県、(公財)滋賀県産業支援プラザ、(株)滋賀銀

行、(株)関西アーバン銀行、(株)リバネスとの間で締結された「滋賀発成長産業の発掘・育

成に関する連携協定書」は産学連携分野での複数大学をつなぐ連携協定である。 

 個別課題に特化した連携協定は 2018 年以降になると多く生まれるようになった。個別の

課題での協定は目的が明確であるがゆえに、具体的な事業と繋がりやすく実際に機能する

ものが多い。包括的な協定の場合、それを事業につなげていく推進体制が十分でない場合

には具体的な連携事業につながらない場合があることと対象的である。この中には、留学

生と住民との交流、高大連携、放送大学の学習センター教材の外部利用、ガラス工学の研

究推進、公共政策形成、キャリア教育、インターンシップ、出版、企画型の地域学習、教

育・保育・文化・生涯学習、交通事故防止、博物館事業、料理、サイバーセキュリティ，

理系人材育成、生涯学習。食と農による地域活性化、講師派遣、自然体験活動、医療秘書

養成、幼児教育保育など多様なものが含まれている。これは単科大学、短期大学そして学

部単位など事業の対象が限定される単位での連携を進める上で有効なものとなっている。 

 県内自治体の側から県内高等教育機関との協定締結状況を見ると、基本的に市域に立地

する大学・短大のある市はすべて当該大学・短大と協定を結んでいる。大学・短大立地の

集積している彦根市は立地大学・短大とだけ協定を結んでいる。長浜市、東近江市、草津

市など市内に立地する大学だけでなく他地域に立地する大学とも積極的に協定を結ぶ自治

体もある。締結大学・短大の多い自治体は大津市、草津市、長浜市であり 5 から 6 の高等

教育機関と協定を結んでいる。県内の市はすべてどこかの県内大学・短大と協定を結んで
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いる。また概ね自市内に立地していなくても近隣の大学と連携することが多いことが表 2.2

からうかがえる。

2.3.2 連携事業のメリット 

 連携協定に基づく連携事業実施によるメリットを大学・短大に問い合わせたところ様々

な意見が寄せられている。表 2.3 に掲げた大学と地域との連携事業はそのメリットを記入し

ていただいたものを掲げている。大学側が地域と連携することによりどのようなメリット

があると受け止めているかここから知ることができる。

 なお、連携事業の事業分類は調査者側で分類したものである。最初の連携教育は大学内

の授業に地域から協力を受けているものであり、講師派遣、実習、インターンシップ、フ

ィールド教育の場の提供、教材開発への協力等多様な形態がある。就職支援は学生の企業

理解を深めるために就職先企業との連携による企業紹介事業である。連携研究と分類した

のは企業と大学との共同研究であり、実際には多くのものが存在するであろう。出版事業

は大学と出版社とが協力して、地域の研究成果を出版物として公刊する事業である。COC

事業はほとんどあらゆる大学と地域との連携事業が含まれているので別掲することにした。

社会教育は大学・短大の学生（社会人学生を含む）に対する教育ではなく、地域の子供、

青年、成人、高齢者などを対象に実施する教育であり将来の人材育成をめざすもの、生涯

学習事業、子供や青少年の育成に関するものに区分けした。交流は大学と立地する地域住

民との交流を対象としている。ボランティア活動は地域の様々な催しに主に学生がボラン

ティアとして参加するものである。産学連携はものづくり、事業創出、産業人材育成など

のために大学と企業、経済団体とのあいだの連携事業である。課題解決は地域の多様な課
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題に取り組み、解決法についての調査研究、議論、企画、試行に取り組む事業であり、内

容としては大学の教育そのものである場合があると同時に地域の課題解決に繋がっている

重なりの大きい事業である。最後に行政委員会への協力をあげている。 

 

12



 

 連携事業のメリットを記入して頂いた項目だけを掲げているので、大学・短大が受け止

めているメリットは表 2.3 にあげているもの以外にも想定されるが、大学・短大の正規教育

にとって地域との連携が不可欠なものとなってきていることが連携教育に関するメリット

から推し量ることができる。また、地域にとって社会教育を担う大学・短大の役割はます

ます大きなものとなってきているが、社会教育に貢献することを大学が負担として考える

のではなくその経験を活かそうという姿勢が見られる。ボランティア活動についても、学

生の地域理解を助けるものとしてとらえるなど、大学で学んだことを活かす場として積極

的に受け止められている。産学連携についても企業との共同研究および連携を発展させて

いこうという姿勢が大学側に強くあることがうかがえる。課題解決は最近になって多くの

大学・短大で取り組まれるようになったものであるが、大学側の受け止め方は多様であり、

大学の研究成果を社会に還元する活動として割り切って捉えることから、学生の実社会で
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の体験の場、実社会と結びついた教育研究の場として位置づけるものまで多様であり、ま

た多様であることが課題解決をそれぞれの大学に適うかたちで創造的に発展させていくこ

とに繋がると思われる。 

 

2.3.3 大学と地域との協力体制 

 県内大学・短大と地域との協力体制を大学周辺の環境整備、アルバイトの斡旋、下宿の

提供、フィールド教育・実習教育の場の提供そして実務家教員の派遣について各大学に尋

ねたところ、様々な問題点が浮かび上がってきている。大学周辺の環境整備については、

交通環境の整備が十分に行われていない実態が存在する。特に学生の自転車通学について

は滋賀県立大学が指摘しているように問題が多いようである。おそらく他の大学でも同様

の問題があるように思われる。これは通学に対応できる交通インフラが整備されていない

ことが基本的な問題であり、学生のマナーだけで解決しないことを大学と地域が理解し協

力して、解決のための具体的な計画を立て実行していく必要がある。通学時の学生の安全

を確保することにも地域は協力して行かなければならない。長浜バイオ大学では駅前環境

整備のための協力体制ができてきつつあることを報告している。また草津から大津の丘陵

部に立地している大学間を結ぶ交通が整備されていないのは、龍谷大学が指摘するように、

学生交流を含む学ぶ機会を逸することになり、せっかく集積した大学のメリットを殺して

しまっている。県内大学を巡る環境整備については交通環境の整備が第一の問題であり、

それを解決する体制の整備が喫緊の課題であろう。 

 アルバイトの斡旋と下宿の提供に関しては、大学と地域間で特に協力体制が設けられて

いないようであるが、大学が新設され急にこれらの需要が高まった時期ではないためか特

に問題があるように見受けられない。 

 フィールド教育と実習教育の場の提供については、各大学とも苦労をしているのが現状

である。医学、看護、保育、教育など実習が義務づけられている専門職を養成している大

学・短大では実習先の確保のために関係機関との連携体制をつくり対応しているが、それ

でも実習先の確保に苦心している。また実社会での経験を通じて創造力、思考力をはじめ

専門能力を学ぶ機会としてフィールド学習、PBL が大学教育の中に取り入れられることが

多くなり、そのための教育の場を地域に求めることが増えてきた。調査では滋賀県立大学

人間文化学部、龍谷大学社会学部と農学部からはこのようなフィールドでの学習のための

地域との協力体制の構築について報告されている。 

 実務家教員の派遣については医学と看護の分野ではすでに経験が蓄積されているようで

あり、特に問題はおきていないようである。しかし、それらの領域に関わらずこれからは
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幅広い領域での実務家教員が大学教育に貢献することが増えてくると思われるので、大学

と実務家とのネットワークを構築することが課題になってくると思われる。 
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2.3.4 今後の連携活動 

 今後各大学として発展させたい連携活動については、主に県内の私立大学・短大から寄

せられた。それぞれの専門性を通じて地域との連携を発展させたいというのが共通したと

ころである。その上で、学生の地域への就業をさらに進めること（龍谷大学農学部、聖泉

大学、びわこ学院大学）地域課題の解決にかかわり大学教育を発展させること（立命館大

学、長浜バイオ大学）、地域における持続可能な開発 SDGs（龍谷大学農学部、びわこ学院

大学、滋賀短期大学）、大学と地域企業および自治体との共同研究（滋賀県立大学）、子育

て支援・生涯学習（滋賀文教短期大学、放送大学）などが提起されている。 
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3. 高等教育機関間の連携事業の現状 
 

 県内の高等教育機関間の連携事業は今回の調査によると表 3.1 に示されているように整

理することができる。大学院研究指導の連携、単位互換・共同科目設置、留学生・国際教

育の共同実施、共同出版事業、センター試験共同実施、共同購入、高大連携（これは高等

教育機関間ではないが）、大学間包括連携、共同地域連携、雇用創出・若者定着である。 

 単位互換は県内大学・短大全体を含むものとして環びわ湖大学・地域コンソーシアムで

実施しているが、同時に近隣大学間、放送大学との間の単位互換も並行して行われている。

滋賀は南部と東北部に大学集積のクラスターが大きく分かれるため、近隣大学間の単位互

換も並行して存在することになったのであろう。単位互換はそれぞれの大学で開講してい

る科目について大学を越えて履修することを可能にするものであるが、COC+事業では新た

な試みとして複数大学が合同して共通の科目を設けることになった。大学間の枠を越えた

新たな取り組みとして注目される。 

 個別の事業についても、複数の大学で共同して実施することにより事業をより充実し、

効率的に実施する取り組みが留学生・国際教育、出版事業、センター試験、共同購入など

で２あるいは 3 大学間で実施されている。 

 高等教育機関間の連携で注目されるのは、大学間包括連携として整理した教職員の交流、

学生の交流、共同研究、産官学連携、地域連携などを対象に包括的な項目について大学間

連携を進める動きである。これは結構早くから始まっているが、具体的な事業として定着

しているのはまだそれほどなく、これからの充実を期待したい。また共同地域連携として

整理した彦根 3 大学の「大学を活かした地域活性化のための包括協定」も大学間だけでな

く自治体、経済団体、企業を含むものでありその本来の使命を具体的な事業に展開するこ

とを期待したい。このような地域をも含む複数大学の連携事業として新たに加わった「滋

賀県における雇用創出・若者定着に向けた協定」のめざすものを実現しようとすれば、大

学だけでなく地域自体も変わらなければならないものであり、非常に大きな課題に取り組

む連携事業を発展させなければならないものとなっている。 

 高等教育機関間の連携は、見たように多様なかたちですでに展開してきているが、これ

からは高等教育機関と地域との連携を質的に発展させるための高等教育機関間の連携と地

域との連携をコーディネートできる場、プラットフォームの構築が課題となるであろう。

すでに各高等教育機関で連携への機運が整い、連携事業の経験が蓄積されてきている。こ

れを新たな段階に引き上げるには、コーディネート機能、プロデュース機能を持つプラッ

トフォームが必要となっている。なお、2 つのクラスターのある滋賀県の高等教育機関を勘
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案すると、2 つのプラットフォームによる協調が現実的となるかもしれない。 

 すでに触れた私立大学等改革総合支援事業の「タイプ 5：プラットフォーム形成」が平成

30 年度に長浜バイオ大学が核となり、聖泉大学、滋賀文教短期大学が参加した形で採択さ

れた。これは大学間連携と地域連携をつなげるプラットフォームの形成をめざすものであ

り、私立大学間の連携だけではなく滋賀大学、滋賀県立大学もこれに協力する計画になっ

ている。県内の高等教育機関の２つのクラスターの内の一つで大学間連携と地域連携のプ

ラットフォーム形成が進み始めようとしている。また、県南部では立命館大学、龍谷大学

そして成安造形大学が平成 29 年度に採択された京都の大学・短大群のタイプ 5：プラット

フォームに参加している。県南部と県東北部ではそれぞれ独自の対応が必要となってくる

かもしれない。 
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4.  滋賀県における高等教育機関振興のための課題 
  
4.1 高等教育機関振興のための課題抽出 

 現在多くの地域で高等教育機関と地域が連携する大学コンソーシアムが組織されている。

その中でも先進的な活動を行っている「公益社団法人大学コンソーシアム石川」（以下コン

ソーシアム石川）を訪問し、滋賀県における大学間連携、地域間連携を通じる高等教育機

関振興の課題について検討する材料を集めた。コンソーシアム石川には 2019 年 1 月 22 日

に訪問し、伊藤嘉瑞事務局長、小川夏絵主幹、辺本智恵美主幹に対応していただいた。 

合わせて、「学生のまち金沢」としてのまちづくりを進めている「金沢学生のまち市民交流

館」を訪問し、行政としての積極的な取り組みの経験から高等教育機関振興の課題を抽出

することとした。金沢学生のまち市民交流館では南憲一金沢市市民局市民恊働推進課長（兼）

金沢学生のまち市民交流館長と鈴木譲主任主事にお世話になった。 

 さらに県外の先進的な経験を学ぶだけでなく、県内自治体の首長および経済団体のリー

ダーから高等教育機関の振興についての意見を聴取し、課題抽出に役立てることとした。

県内自治体の首長には大津市長、長浜市長、草津市長にインタビューをお願いし、井村久

行大津市副市長（平成 30 年 2 月 13 日）、藤井勇治長浜市長（同 2 月 19 日）、橋川渉草津市

長（同 2 月 22 日）から高等教育機関の振興に関して意見をうかがった。経済団体について

は滋賀経済同友会の大日常男代表幹事（同 2 月 25 日）から意見をうかがった。 

 

4.2 石川県における地域連携と高等教育機関振興 

 コンソーシアム石川は高等教育機関として 13 大学、5 短大、3 各種学校から構成され、

自治体は県を含む 20 自治体すべて、経済団体等は 12 団体が参加しているオール石川のコ

ンソーシアムである。大学短大の総学生数は 31,827 名（2018 年）であり、滋賀県内大学

短大の総学生数 34,630 名（2018 年）と変わらない規模である。環びわ湖大学・地域コン

ソーシアムとの大きな相違点はコンソーシアムの事業規模である。職員数は 15 名（加盟団

体からの出向職員 4 名、有期雇用事務局専従職員 4 名、アルバイト 7 名）であり、コンソ

ーシアムとして独自の事業展開が可能となる規模となっている。コンソーシアム石川の多

様で活発な事業を支えているのにはそれなりのマンパワーが存在していることで納得でき

る。また財政規模は 2017 年度収入総額が約 90 百万円であり、内参加団体負担金が約 20

百万円、委託事業・助成金が約 8 百万円、補助金が 26 百万円となっており、財政もそれな

りの規模となっている。コンソーシアム石川がこのような事業規模を維持できているのは、

加盟団体および地域が事業に対する理解をしていることが背景にあることは言うまでもな
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いであろう。（附属資料２参照） 

 コンソーシアム石川の主要事業は、地域連携事業として「地域課題研究ゼミナール支援

事業」、「グローバル人材育成支援事業」、「学生による海外誘客チャレンジ事業」などであ

り、教育交流事業として「シティカレッジ単位互換事業」、「金沢・石川フールドワーク支

援事業」、「兼六園周辺文化施設の学生パスポート事業」「e 教育支援センター事業」、「官民

恊働海外留学支援事業」などがある。また、機関間交流事業として「教職員研修事業」、「教

員免許状更新制関係事業」、情報発信事業として「出張オープンキャンパス事業」、「石川県

高大連携セミナー事業」などの事業を実施している。 

 これら事業の中で、「地域課題研究ゼミナール支援事業」は地域側から大学で取り組んで

欲しい地域課題をコンソーシアムに提案し、コンソーシアムが事業を実施する大学との間

に立って中継ぎをし、地域のニーズと大学のゼミナールとのマッチングを図り、大学のゼ

ミナールが地域課題に関する研究事業を実施する。これは石川県の委託事業として実施さ

れ、それぞれの採択された研究事業に 30 万円の補助金が与えられる。平成 30 年度の地域

課題研究ゼミナールとしては表 4.1 に掲げたものが採択されている。ここから、課題を提案

する地域側は行政機関だけでなく住民団体なども含まれ多彩な課題が出され、研究事業と

して取り組む大学側も多様な専門分野にまたがっている。 
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 採択された事業は年度終了後「アクティブフォーラム」として開催される発表会でその

成果を発表することになっている。発表会の後、交流会が持たれ大学間と地域との交流の

機会が設けられている。これは市内のホテルを借り切って開催され、平成 30 年度は 200 名

ほどの参加があったようであり、参加者は事業に携わった学生教員および地域の関係者で

あった。 

 「学生による海外誘客チャレンジ事業」は学生の自主的団体による取り組みを前提にし

ている。ゼミナール活動として教員の指導を想定していないので、学生が地域で協働して

課題に取り組むためには、コーディネイターが必要となる。学生団体と企業や団体との協

働を進めるために、コーディネイターが協働の進め方について相談にのれる体制を整備し、

コーディネイターは外部企業である「学都ラボ」が対応している。平成 30 年度の採択事業

は表 4.2 に示すように地域の文化や資源を誘客に結びつける学生の斬新なアイディアがあ

ふれている。 

 
 以上のようにコンソーシアム石川は学生および高等教育機関が積極的に地域に関わる機

会と場を提供し、高等教育機関の振興と地域へのその成果の波及を目指している。 

 

4.3 金沢市における「学生のまち金沢」の推進 

 金沢市は藩学明倫堂（寛政 4 年）に始まり、旧制四高から現在にいたるまで学都として

の歴史が続いてきたが、平成に入ってから大学の郊外移転が相次ぎ、また学生は下宿から

アパート・マンションへ移り、郊外の大学とアパート・マンションを往復する生活に変わ

り、学生と市民との関係が希薄になり、金沢の歴史・文化に触れる機会も減少することに

なった。このことに危機感を抱き、金沢市は学生と市民、学生とまちのかかわりを深める

ために、「金沢市における学生のまちの推進に関する条例」を制定（平成 22 年 4 月 1 日施
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行）することとなった。ここで言う「学生のまち」とは 学生と市民との相互交流 及び 学生

とまちとの関係が深まり、にぎわいと活力が創出されるまちと定義される。そこで、「学生

のまち」における学生の役割として、学生のまちの推進主体であることの認識、地域コミ

ュニティへの参加、金沢のまちに理解を深めることが期待され、市の役割として、学生の

支援に必要な施策の策定が期待され、市民及び地域の役割として、日常生活において学生

との交流を推進することが期待されている。 

 滋賀県においても学生はアパート・マンションに居住し、あるいは京都大阪圏との交通

アクセスの利便性が良く、学生は大学と自宅あるいはアパート・マンションを行き来する

だけで、学生が地域と交わる機会が少なくなっている。滋賀県の大学で学んでいても滋賀

についてよく知らないままに卒業する学生もいる。その意味で金沢と同様に学生と地域の

関係の希薄化が進んでいると言える。 

 金沢市は条例に定める学生支援のために、金沢市の繁華街の中に「金沢学生のまち交流

館」を平成 29 年 9 月に開館している。交流館は学生の家と交流ホールからなる施設で学生

の家は市に寄贈された大正期の大きな町家を改修し、会議スペース、ギャラリーとして利

用できる土蔵、誰でも自由に利用できるサロンが設けられている。また別棟として建設さ

れた交流ホールは 100 名収容であり、内装は料亭の広間を移設された風情のある内部空間

となっている。学生団体は午前 10 時から午後 10 時までの開館時間無料で施設を利用する

ことができる。来館者数は年間 6 万人程度となっている。この施設のおかげで、大学を越

えたインターカレッジ学生団体の活動が活発になってきているようである。大学あるいは

専門分野を越えて異なるバックグラウンドを持つ者同士が共同して何らかのプロジェクト

に関わることから得られるものは大きく貴重なものである。大学の郊外立地が進むことに

より、学生が自校から他校へ移動するためには一旦中心部に出て、そこからまた他大学へ

移動しなければならず、時間的金銭的負担が大きくインターカレッジ交流を阻んでいる。

この事情は滋賀県でも同様であり、インターカレッジの交流のためにどこからも便利な場

所に利用スペースが存在することの意味は大きい。 

 金沢まちづくり学生会議は交流館ができる前から毎年組織され、平成 30 年度には第 9 期

の学生会議が活動している。第 9 期は 6 大学（金沢工業大学、金沢大学、金沢学院大学、

金沢星稜大学、金城大学、県立看護大学）2 専門学校（石川工業高等専門学校、県立保育専

門学校）から 56 名の学生が参加し活動してきた。具体的な活動としては「まちなか学生ま

つり」を地元商店街と連携して企画、運営したり、大学のオープンキャンパスにヒントを

得た OPEN CITY in KANAZAWA を開催し新入生に金沢のまちを知ってもらう企画を実施

したり、商店街との連携事業（木倉町ふうりん祭りへの参加協力、まちなかのお店を学生
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目線で SNS を通じて紹介する「金沢学生セレクション」、長町婦人会と連携して「長町で

金沢の食を知る料理会」など）を進めてきている。交流館ではその他にも、交流促進事業

を公募（やかたアンバサダー事業）し、採択団体に活動費用（上限 10 万円）を交付してい

る。例えば、学生団体「福祉 K to Y」は地域、地域包括支援センターと協力し高齢者に呼

びかけ、足湯活動を行った。学生団体「キケンタマゴ」はまちなかのユニークな風景を「金

沢民景」として発掘し、まち巡りツアー、写真展示を通じてまちの在り方について考える

事業を展開した。さらに, 『かなざわ娘』プロジェクトでは、女子学生の情報収集力、発信

力を活かし、金沢の伝統工芸、食文化などについて企業と連携し、新たな商品開発を目指

している。『まちなか語らいキャンパス』プロジェクトでは。学生と社会人が交流できる相

席の環境を創出し、まちなかならではの社会人と学生の交流の場を設けたり、『歴史的空間

再編コンペティション』では、学生団体 SNOU が企画運営し、全国から歴史的空間のリノ

ベーションの設計プランを募集し、コンペを実施している。これに要する資金は金沢市が

200 万円を支出し、学生が企業から協賛金として 200 万円を集めて充てている。 

 交流館のもう一つの特徴は、学生や市民のまちづくり活動の相談に対応するコーディネ

イターが 4 名配置されていることである。４名のコーディネイターはそれぞれ独自の専門

領域をカバーし、起業支援、チームビルディング、まちづくりプロモーション、野外・環

境教育、観光。コミュニケーション、メディアでの広報、キャリア相談、企業と学生のプ

ロジェクト支援などを担当している。学生にとって交流館は場所の提供だけでなく、気軽

に相談できる場にもなっている。 

 

4.3 県内首長の高等教育機関の現状評価と期待 

 井村久行大津市副市長、藤井勇治長浜市長、橋川渉草津市長からそれぞれ高等教育機関

に対する現状の評価と今後の期待をお聞きした。 

4.3.1 大津市井村副市長の意見 

 大津市には瀬田の丘陵部に龍谷大学、滋賀医科大学があるが学生はまちなかに出てこな

い。せっかくフレッシュで多様性のある若い世代が大津で学んでいるにもかかわらず、残

念なことである。しかし、龍谷大学の「まちづくりラボ」では仰木の里で学生の目線から

まちづくりを考えてもらっている。立命館大学のサステイナブルウイークの取り組みでは

学生団体が直接市民と対話を始めている。龍谷大学農学部の学生が JA 農業まつりに参加す

るなどの取り組みも生まれている。まだまだ不十分であるが、学生が大津のまちへのかか

わりを一部で始めている。 

 問題は大学の卒業生が滋賀に残らないことである。地元で新しいスモールビジネスに手
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がける人材がでてきてほしい。そのためにはどうすれば良いのか考えていかなければなら

ない。大津市と JR 西日本が共同して「リノベーションスクール大津」という事業で空き家

をリノベーションし活用する塾を開いたことがあるが、3 軒の空き家の提供があり、スナッ

ク店舗を児童クラブに、居酒屋店舗を女性向けのバー・ランチカフェに、洋品店をプログ

ラミング教室と子供の塾にリノベーションすることになった。最後の物件は成安造形大学

の卒業生のリノベーション計画だった。このような遊休資産を活用してまちを活性化させ

ることに若い人たちが参加することを期待する。たいていは提案に終わってしまい、実際

のアクションに繋げることができていないのが現状である。 

 大津市はデータを活用した行政の推進を目指しており、滋賀大学データサイエンス学部

や情報系企業との連携を現在進めている。もう一つの行政の柱はシェアリング・エコノミ

ーを行政に取り入れることであり、福祉や子育て分野での助け合いビジネスや家事サポー

トビジネスの展開を考えている。家事や子育てに学生が参加してくれるとありがたい。 

 大学と自治体との連携事業については、研究室単位で継続できるよう取り組んでもらい

たい。学生が主体だと卒業で切れてしまい継続性が保てないので。また、提案だけに終わ

るのではなく、大学として提案したことの実施に関わっていってもらいたい。現在、大津

市では 4 大学と包括協定を締結し連携を進めている。 

 

4.3.2 長浜市藤井市長の意見 

 長浜市では長浜バイオ大学、滋賀文教短期大学、滋賀県立大学、びわこ湖成蹊スポーツ

大学と連携事業を進めている。長浜バイオ大学とは小中学生を対象に科学への興味を呼び

起こす「長浜学びの実験室」や町家キャンパスでの活動を通じて連携を進めている。滋賀

文教短期大学とは交通安全のための啓発活動を一緒にやっている。滋賀県立大学とはまち

づくりのワークショップを実施している。びわこ成蹊スポーツ大学とは子供を対象にスポ

ーツに親しむ機会づくりの事業を進めている。その他の大学とも連携事業を進めており、

長浜市としては積極的に高等教育機関との連携を進めて来ているし、今後も進めて行きた

い。若い学生の感性や力を糧に地域の活性化を図っていきたいと考えている。学生を受け

容れる受け皿はどのような分野にもあるので、どのような分野でも連携できる。 

 大学と地域とのつながりは長浜市の市街地では進んでいるが、相対的に北部の農村部、

ではいまだ手薄であり、今後の大学と地域との連携を発展させる上で農村部は重要な場に

なってくる。農村部での連携を大いに進めていきたい。 

 地域で学ぶことが大学教育にとって重要な場となってきている。それゆえ、地域の中に

大学から離れたサテライトキャンパスが存在することも意味があると思う。県内の大学か
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ら学生が集う場としてのサテライトキャンパスがあっても良いのではないか。 

 人口減少社会に入り、長浜市では関係人口を増やすことを考えている。長浜市のファン

をつくることが肝心だと考えている。 

 

4.3.3 草津市橋川市長の意見 

 草津市は健康都市づくりに取り組んでおり、立命館大学のスポーツ健康学部、食マネジ

メント学部との連携はありがたい。大学との連携事業をさらに進めていくために、事業に

関して大学側からの提案があるとやりやすい。地域の側からは大学にどのようなシーズが

あるのか見えにくいので、コンソーシアムで大学のシーズのメニューを整理していただけ

るとありがたい。草津市では現在 7 大学と連携協定を結び、連携事業を進めている。 

 草津市はアーバンデザインセンターびわこくさつ（UDCBK）を南草津駅前に設置し、企

業、大学、行政、市民が交流し対話する場を設けている。UDCBK から未来のまちのイメ

ージが育まれ、ハードとソフトの両面から都市デザインができ、人づくりが進むことを期

待している。UDCBK は企業、大学、行政、市民の間で対話の生まれるオープンスペース

であり、自由に集まることのできる場であり、オープンなセミナーも開催できる。立命館

大学学生の SDGs サークルもここから生まれた。UDCBK は企業、大学、行政、市民の交

流のためのプラットフォームであり、立命館大学だけでなく多くの大学で活用してほしい。 

 地域課題に意欲のある教員に関するデータバンク機能をコンソーシアムが果たしてくれ

れば、地域をフィールドにした教育研究がもっと進むし、地域も助かる。草津市は人口の

減少している農村部と人口の集中している都市部が併存しており、遊休資源を活用するた

めに若い学生の力を必要としているとともに、都市部の防災をどうするのかという課題も

抱えている。 

 

4.4 経済界からの高等教育機関への期待 

 経済界から高等教育機関への期待については、滋賀経済同友会大日代表幹事に意見を求

めた。 

 大学の役割は第 1 に教育であり、第 2 には研究であるが、第 3 の役割として企業を惹き

付けることが重要である。企業を惹き付けられないということは大学に魅力が無いという

ことである。魅力的な研究課題を持っている大学には企業が集まってくる。大学は魅力的

な研究テーマを掲げた研究会を組織し、研究者を集め、企業を惹き付けるようにしなけれ

ばならない。 

 また企業側は経営者が学生に直接話しかけることが必要であり、経営者はビジネスの神
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髄を学生に伝え、技術者は先輩として技術課題について学生に伝えることが必要である。

そうすることで産業界と大学との連携が進んでいく。 

 最近ビジネスプランの作成や起業の演習が行われるようになっているが、残念なことに

それは提案に終わっている。提案に終わるのではなく実践に結びつけることが必要であり

求められているのである。提案から実践に結びつけるためには、ファンドなど投資家も参

加するプラットフォームが必要となってくる。 

 シリコンバレーでは異なる考えを持つ学生が集まり対話する場がつくられている。オー

プンに議論でき、発表する機会があり、自由に意見を戦わせる場がそこにある。そのよう

なアイディアが醸成される、自由で、オープンな、意見を発表できる、単位を得るためで

はなく、刺激を受けられる場づくりが必要であり、そのような場は民間企業によって運営

することのできるものである。このような場づくりが大学の革新にとって必要である。 
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5. 高等教育機関振興のための方策 
  
 滋賀県内の高等教育機関における地域連携事業および高等教育機関間の連記事業の現状

を調査し、先進事例としてコンソーシアム石川と金沢市における「学生のまち金沢」推進

事業を調査し、県内自治体の首長の意見を聴き、経済団体のリーダーの意見を聴いてきた。

それらに共通しているのは、創造的で意欲のある学生を育て、地域の振興に貢献できる高

等教育機関をつくるという高等教育機関の振興を果たすために、必要なことは大きく３つ

に集約できる。 

 第１には、地域と大学、大学と大学、学生と市民、学生と学生が向き合える場としての

プラットフォームづくりであり、第 2 に、大学を越えた、専門を越えた対話を創出し、新

しい発想が生まれる環境をつくりだすことであり、第 3 に、学生全体を最初から対象にし

たプログラムを想定するのではなく、まず意欲のある学生を対象に先駆的な取り組みを創

出するプログラムから始めることである。 

 第１のプラットフォームに関しては、多様な主体が参加できるためのハードルをできる

だけ低くすることである。時間の無い者にとってはアクセスの時間というハードルを低く

し、お金のない学生には交通費や参加費というハードルを低くし、特定の人だけが集まる

ことを避けるため、インターカルチャー、インタービジネス、インターユニバーシティ、

インターディシプリン、インタージェネレーションなプラットフォームをつくることであ

る。 

 第 2 に、異なる者同士の対話が生まれる環境をつくることである。他人の意見に耳を貸

さず、自己の意見だけを主張するのではなく、他人の意見を聴き、それを包み込むような

意見を出せる環境をつくることが重要である。地域が直面している課題を解決することは

ほとんどの場合、論理的科学的に唯一の解が存在するものではない、あちらを立てればこ

ちらが立たないという性格の問題が多いのである。そのような課題に立ち向かうことは

様々な関係性を浮き彫りにするために対話が欠かせないものとなる。対話をファシリテイ

トすることが必要であり。対話を通じて創造的な問題解決が現れてくる。また、問題解決

には専門を越えた協力、立場を越えた協力なしには困難な場合が多い。これからの人材に

必要とされる能力は対話と協力が欠かせないものとなっており、それを学ぶ場が必要であ

る。 

 第３に、これまでの社会の仕組みは行政であれ学校であれ、すべての人を対象にした仕

組みがつくられてきた。これは人を行政サービス、教育サービスの受け手として見ている

ことの裏返しである。人はサービスの受け手であるだけでなく、自ら行動を起こす主体で
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もある。この主体として人を捉えたとき、自らのイニシャチブを大事にすることが重要に

なってくる。意欲のある者がその意欲に従って行動することによって得るもの、そこから

得られる満足は非常に大きいものであり、人を成長させるものである。高等教育機関の振

興、すなわちその質的進化を図るためには、先駆的な取り組みをすることが重要となって

くる。先駆的な取り組みはそれを担う主体の意欲無しには進まないものである。そのこと

を考慮すると、制度化された単位制度憎み込まれている教育制度から外れた取り組みであ

るからといって二の足をふむことはないであろう。意欲的で先駆的な取り組みを通じて高

等教育機関の質的進化を図っていくことが期待されている。 
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